
長浜市告示１７２号 

 

長浜市妊産婦健康診査事業実施要綱（令和６年長浜市告示第209号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

令和８年４月１日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

別表妊婦健康診査の項を次のように改める。 

妊婦

健康

診査 

問診及び診察、検査計

測（子宮底長、腹囲、

血圧、浮腫、尿化学検

査、体重及び身長）並

びに保健指導 

５，０００円 妊婦健康診査

基 本 受 診 券

（その１） 

１４枚。た

だし、多胎

妊娠の場合

は１７枚 

超音波検査 ５，３００円 妊婦健康診査

検 査 受 診 券

（ 超 音 波 検

査 ） （ そ の

２） 

４枚。ただ

し、多胎妊

娠の場合は

６枚 

末梢血液一般検査、血

液学的検査判断料、血

液採取（静脈）、糖、

生化学（Ⅰ）判断料、

Ｔ Ｐ Ｈ Ａ 検 査 （ 定

性）、梅毒脂質抗原使

用検査、ＨＢｓ抗原精

密測定、ＨＣＶ抗体精

密測定、ウイルス抗体

価（風疹）、免疫学的

検査判断料、ＡＢＯ血

液型、Ｒｈ血液型、不

規則抗体及びＨＩＶ抗

体価検査 

１１，４００円 妊婦健康診査

検 査 受 診 券

（血液検査・

妊 娠 初 期 ）

（その３） 

１枚 

ＨＴＬＶ－１抗体検査 １，５９０円 

末梢血液一般検査、血 ３，４１０円 妊婦健康診査 １枚 



液学的検査判断料、血

液採取（静脈）、糖及

び生化学（Ⅰ）判断料 

検 査 受 診 券

（血液検査・

妊 娠 中 期 ）

（その４） 
ＨＴＬＶ－１抗体検査

及び免疫学的検査判断

料（ただし、妊娠初期

に未実施の場合に限

る。） 

３，０３０円 

末梢血液一般検査、血

液学的検査判断料及び

血液採取（静脈） 

１，８６０円 妊婦健康診査

検 査 受 診 券

（血液検査・

妊 娠 後 期 ）

（その５） 

１枚 

子宮頸がん検査細胞診

（細胞診婦人科材料、

病理判断料及び子宮頚

管粘液採取） 

３，２００円 妊婦健康診査

検 査 受 診 券

（ 子 宮 頸 が

ん ） （ そ の

６） 

１枚 

婦人科材料等液状化検

体細胞診加算 

４５０円 

Ｂ群溶血性レンサ球菌

（ＧＢＳ）（細菌培養

同定検査、微生物学的

検査判断料及び子宮頚

管粘液採取） 

３，８００円 妊婦健康診査

検 査 受 診 券

（Ｂ群溶血性

レ ン サ 球 菌

（ＧＢＳ））

（その７） 

１枚 

クラミジア検査（クラ

ミジアトラコマチス核

酸同定） 

３，３８０円 妊婦健康診査

検 査 受 診 券

（クラミジア

検査）（その

８） 

１枚 

様式第１号中 

「 



 
」  



を 

「 

 
」 



に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第５条の規定により交付を受けてい

る受診券（妊婦健康診査検査受診券（子宮頸がん）に係るものに限る。）は、この要綱

による改正後の第５条の規定により交付を受けた受診券とみなす。 


